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紀美野町第４回定例会会議録 

 令和２年１１月３０日（月曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 令和２年１１月３０日（月）午前９時４７分開議 

 第 １         会議録署名議員の指名について 

 第 ２         会期の決定について 

 第 ３         諸般の報告について 

 第 ４ 議案第 ９５号 紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正す 

             る条例について 

 第 ５ 議案第 ９６号 紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正す 

             る条例について 

 第 ６ 議案第 ９７号 紀美野町職員給与条例等の一部を改正する条例について 

 第 ７ 議案第 ９４号 紀美野町印鑑条例の一部を改正する条例について 

 第 ８ 議案第 ９８号 紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関す 

             る条例の一部を改正する条例について 

 第 ９ 議案第 ９９号 紀美野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

             について 

 第１０ 議案第１００号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 第１１ 議案第１０１号 紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 第１２ 議案第１０２号 紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を改正する条例につ 

             いて 

 第１３ 議案第１０３号 指定管理者の指定について 

 第１４ 議案第１０４号 令和２年度紀美野町一般会計補正予算（第１０号）について 

 第１５ 議案第１０５号 令和２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

             ３号）について 

 第１６ 議案第１０６号 令和２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予 

             算（第３号）について 

 第１７ 議案第１０７号 令和２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号）について 
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 第１８ 議案第１０８号 令和２年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

             について 

 第１９ 議案第１０９号 令和２年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計補正予算（第 

             ３号）について 

 第２０ 議案第１１０号 令和２年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

             について 

――――――――――――――――――― 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第２０まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １２名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 桐 山 尚 己 君 

               ３番 藤 井 基 彰 君 

               ４番 上 柏 睆 亮 君 

               ５番 七良浴   光 君 

               ６番 田 代 哲 郎 君 

               ７番 西 口   優 君 

               ８番 北 道 勝 彦 君 

               ９番 向井中 洋 二 君 

              １０番 美 野 勝 男 君 

              １１番 美 濃 良 和 君 

              １２番 伊 都 堅 仁 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

               ２番 廣 瀨 隆 一 君 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 
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            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 東 中 啓 吉 君 

            消 防 長 家 本   宏 君 

            総 務 課 長 細 峪 康 則 君 

            企画管財課長 坂   詳 吾 君 

            住 民 課 長 仲 岡 みち子 君 

            税 務 課 長 湯 上 増 巳 君 

            保健福祉課長 森 谷 善 彦 君 

            産 業 課 長 吉 見 将 人 君 

            建 設 課 長 米 田 和 弘 君 

            教 育 次 長 曲 里 充 司 君 

            会 計 管 理 者 坂   昌 美 君 

            水 道 課 長 長 生 正 信 君 

            まちづくり課長 山 本 訓 永 君 

            美 里 支 所 長（山  本  訓  永）君 

            代表監査委員 菊 本 邦 夫 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な  し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 中 谷 昌 弘 君 

            次 長 井戸向 朋 紀 君 
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開 会 

○議長（伊都堅仁君）    皆さん、おはようございます。 

  廣瀨議員から欠席届が出ていますので、報告します。 

  ただいまから、令和２年第４回紀美野町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時４７分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（伊都堅仁君）    これから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１０番、美野勝

男君、１１番、美濃良和君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第２、会期の決定について議題とします。 

  議会運営委員長から調査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、上柏睆亮君。 

（議会運営委員長 上柏睆亮君 登壇） 

○議会運営委員長（上柏睆亮君）    皆さん、おはようございます。 

  新型コロナウイルスの感染者が、紀美野町内で発生していることを受け、本日、改め

て議会運営委員会を開催し、会期日程について再度調査を行いましたので、その結果に

ついて御報告いたします。 

  会期は、本日から１２月１５日までの１６日間と決定しました。 

  会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期日程表のとおりであります。 

  なお、今定例会における一般質問については、紀美野町内における新型コロナウイル

ス感染者の発生状況に鑑み、質問時間を２０分以内といたします。 

  以上で報告を終わります。 

（議会運営委員長 上柏睆亮君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から１２月１５日までの１６日間と

したいと思います。 
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  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    異議なしと認めます。 

  １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    この日程については異議ございません。先ほど、議運の

委員長のおっしゃられたとおりをやっていくということでございましたら、私は異議ご

ざいます。一般質問というのは、大事な議員の仕事であります。しかも、今言われてい

るようにコロナの問題が起こったということであるならば、コロナの問題を相当に突っ

込んでもいい問題だと思います。大体、うちの議会は１２人しかないと。他の某議会に

比べれば、もう既にその段階で時間の短縮ということになってるわけですね。そういう

ふうなことであったりして考えた場合、私は一般質問をまず通常通りやることが望まし

いというふうに思います。減らすにしても、そういうふうに半分ということじゃなくす

るべきだと思います。一般質問の時間を減らして町民の皆さん方に議会がコロナ対策を

やってると、そういうことを発信したいならば、それはあくまでも半分にしなくてもよ

いと。そういうことで、私はこのことについておっしゃるならば納得いきません。 

○議長（伊都堅仁君）    今、取りあえずは会期日程の問題だけなんです。会期日程

が１６日間ということの決定を、異議を問うたということでありますんで。一般質問の

質問時間は、もう議会運営委員会で決定していただいたとおりで進めやんとしょうがな

いんです。この会期日程のことについて異議があれば受け付けますけども、何かそれに

対して異議があるんですか。 

○１１番（美濃良和君）    日程の中身でしょう、一般質問も。 

○議長（伊都堅仁君）    一般質問の時間のことについては、先ほど議会運営委員会

で決定していただいたとおりで、ここで決める。 

○１１番（美濃良和君）    議運の何ていうんですか、議運の決定事項を、この本会

議が認めるか認めんかということになってくるわけでしょ。それも含めた話なんではな

いんですか。 

○議長（伊都堅仁君）    ここで決めるのは会期日程のことだけであって、後の細か

い部分にというのは議会運営委員会で決めていただくということなんで。 

○１１番（美濃良和君）    決めてもそれを本会議が認めなかったら、もう一遍差戻

しになるわけでしょう。 



－６－ 

○議長（伊都堅仁君）    これどうなん。これは会期日程のことだけやね。一般質問

の質問時間ということについては、議会運営委員会で諮って、そのとおりの決定でやら

していただきたいということです。 

○１１番（美濃良和君）    それをこの本会議で認めるか認めないかを含めてのお話

でありませんか。 

○議長（伊都堅仁君）    ここで決めるのは、会期日程、要するに１５日までの１６

日間とすることについての異議があるかどうかということを議員にお聞きしたというこ

とです。 

○１１番（美濃良和君）    その中に一般質問も入ってるわけでしょう。 

○議長（伊都堅仁君）    それは、細かい部分については議会運営委員会の決定でお

願いしたいということです。 

○１１番（美濃良和君）    お願いしたいということでしょう。だから、それについ

ては認められないと。 

○議長（伊都堅仁君）    そうですか。ということでお願いします。 

○１１番（美濃良和君）    お願いできませんので。 

○議長（伊都堅仁君）    会期のことについて、御異議ありませんか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    会期のことについて異議があるんですか。 

○１１番（美濃良和君）    それも含めての話だと思いますよ。今おっしゃってるこ

とは。 

○議長（伊都堅仁君）    会期のことについて異議がありますんで、賛成か反対かで

決めさせていただきたいと思います。 

  会期のことについて、賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（伊都堅仁君）    起立多数です。 

  したがって、本定例会の会期は本日から１２月１５日までの１６日間と決定しました。 

◎日程第３ 諸般の報告について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告が提出されております。お手元に配付

のとおりです。御了承願います。 
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  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    皆さん、おはようございます。 

  それでは、開会に当たりまして、一言御挨拶並びにその後の行政報告を申し上げます。 

  本日、紀美野町議会第４回定例会を招集いたしましたところ、議員各位をはじめ関係

者の皆様方には、御多忙中にもかかわりませず御出席を賜り、開会の運びとなりました

ことに心より厚くお礼申し上げます。 

  今年は心配した台風の上陸がなく、農作物への被害もなく、実りの秋本番を迎えてお

ります。しかし、第３波と思われる新型コロナウイルス感染症の拡大が報じられる中で、

当町の秋の風物詩である文化祭や農林商工まつり等も、残念ながら中止を余儀なくされ

たところであります。 

  本年２月から新型コロナウイルス感染症対策に着手し、議員の皆様方の御理解をいた

だきながら、町民の皆さんが安心して暮らしていただけるよう、様々な施策に取り組ん

でおりますが、収束のめどはいまだ立っておりません。 

  １１月に入り和歌山県内で１日当たりの新型コロナウイルス感染者数が１０人を超え

る日が多くなりました。２７日には、当町にある国道３７０号道路改良工事作業員宿舎

に入居する１０代から６０代の男性９人の感染が確認され、２６日の男性１名を合わせ

て１０人の感染者の集団、いわゆるクラスターが発生したと県の発表があったところで

あります。 

  人からうつらない、人にうつさないために、マスクの着用、手洗い、換気、３密にな

らないなどの日常の基本行動をお守りいただきますよう、切にお願い申し上げます。 

  さて、今期定例会に上程いたしている案件は、議案第９４号から議案第１１０号まで

の１７件でございます。人事院勧告に伴うものを含め条例の一部改正に係る案件が９件、

指定管理者の指定に係る案件、令和２年度紀美野町一般会計及び特別会計等の補正予算

に係る案件が７件でございます。 

  この後、担当課長より詳しく御説明申し上げますので、十分御審議の上、原案どおり

御可決くださいますようお願いいたしまして、挨拶並びに行政報告とさせていただきま

す。ありがとうございました。 
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（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    次に、過日、総務文教常任委員会が県外調査の事務調査を

行っております。調査結果について、本来であれば報告によるところでございますが、

今回はお手元に配付のとおりの報告書配付をもって報告に代えさせていただきますので、

御了承願います。 

  次に、一般質問の通告は１２月２日、午後２時までに提出願います。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

◎日程第 ４ 議案第９５号 紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正 

              する条例について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第４、議案第９５号、紀美野町議会の議員報酬及び費

用弁償等条例の一部を改正する条例について議題とします。 

  説明を願います。総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、議案書の３ページをお開きください。 

  議案第９５号、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する条例に

ついて。 

  紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のとおり改正したいので、地

方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由は、人事院の職員給与の改定に関する勧告により、特別職の職員の給与に関

する法律が改正されたことに伴い、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の改正

を行うものでございます。 

  次の４ページを御覧ください。 

  紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する条例でございます。 

  お手元に配付しております新旧対照表では、３ページから４ページでございますので

御覧ください。 

  第１条、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のように改正する。

第６条第２項中、１００分の１７５を１００分の１７０に改める。これにつきましては、

本年１２月期に支給する期末手当に係る支給割合の改正でございます。 

  次に、第２条、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のように改正
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する。第６条第２項中、６月に支給する場合には、１００分の１６０、１２月に支給す

る場合には１００分の１７０を、１００分の１６５に改める。これにつきましては、令

和３年度以降において６月期と１２月期に支給する期末手当は同じ支給割合となる改正

でございます。この改正により、年間０.０５か月分、期末手当が減ることになります。

つまり、現行では期末手当は年間３.３５か月分支給されておりますが、改正後は３.３

か月分となります。 

  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和３年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第９５号の説明とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    これで質疑を終わります。 

  これから、議案第９５号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    これで討論を終わります。 

  これから、議案第９５号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第９５号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第５ 議案第９６号 紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正す 

             る条例について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第５、議案第９６号、紀美野町長、副町長及び教育長

の給与等条例の一部を改正する条例について議題とします。 
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  説明を願います。総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、議案書の５ページをお開きください。 

  議案第９６号、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正する条例に

ついて。 

  紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を次のとおり改正したいので、地

方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由は、人事院の職員給与の改定に関する勧告により、特別職の職員の給与に関

する法律が改正されたことに伴い、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の改正

を行うものでございます。 

  次の６ページを御覧ください。 

  紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正する条例でございます。 

  お手元の新旧対照表では、５ページから６ページでございますので御覧ください。 

  第１条、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を次のように改正する。

第５条第１項ただし書中、１００分の１７７.５を１００分の１７２.５に改める。これ

につきましては、本年１２月期に支給する期末手当に係る支給割合の改正でございます。 

  次に、第２条、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を次のように改正

する。第５条第１項ただし書中、給与条例第２２条第２項中、１００分の１２２.５と

あるのは１００分の１６２.５と、１００分の１３７.５とあるのは１００分の１７２.

５と読み替えるものとするを、期末手当基礎額に乗じる割合については、１００分の１

６７.５とするに改める。これにつきましては、令和３年度以降において、６月期と１

２月期に支給される期末手当は同じ支給割合となる改正でございます。この改正により、

年間０.０５か月分期末手当が減ることになります。つまり、現行では期末手当は年間

３.４か月分支給されておりますが、改正後は３.３５か月分となります。 

  附則の内容につきましては、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の規

定は令和３年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第９６号の説明とさせていただきます。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 
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○議長（伊都堅仁君）    これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    これで質疑を終わります。 

  これから、議案第９６号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    これで討論を終わります。 

  これから、議案第９６号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第９６号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第６ 議案第９７号 紀美野町職員給与条例等の一部を改正する条例について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第６、議案第９７号、紀美野町職員給与条例等の一部

を改正する条例について議題とします。 

  説明を願います。総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、議案書の７ページをお開きください。 

  紀美野町職員給与条例等の一部を改正する条例について。 

  紀美野町職員給与条例等の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第

１項の規定により、議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由は、人事院の職員給与の改定に関する勧告により、一般職の給与に関する法

律が改正されたこと及び現給保障の経過措置の必要がなくなったことに伴い、紀美野町

職員給与条例等の改正を行うものでございます。 

  次の８ページを御覧ください。 

  紀美野町職員給与条例等の一部を改正する条例でございます。 

  お手元の新旧対照表では、７ページから１５ページでございます。 



－１２－ 

  まず、第１条について御説明申し上げます。 

  期末手当について規定してございます、紀美野町職員給与条例の第２２条第２項及び

第３項中の改正につきましては、本年１２月期の支給割合を、再任用職員以外の職員に

ついては１００分の１３０を１００分の１２５に改めるものでございます。 

  次に、第２条、紀美野町職員給与条例の第２２条第２項及び第３項中の１００分の１

２５を１００分の１２７.５に改める。これにつきましては、令和３年度以降において

６月期と１２月期に支給される期末手当の支給割合を改正するものでございます。これ

により、年間０.０５か月分期末手当が減ることになります。つまり、現行では期末手

当は年間２.６か月分支給されておりますが、改正後は２.５５か月分となります。 

  続きまして、紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正について説明し

てまいります。 

  第３条による改正は、附則中第７項から第１０項までを削り、第１１項を第７項とし、

第１２項を第８項とするものです。これにつきましては、平成１８年に給料の切替えに

伴う経過措置が設けられ、現給保障されていた職員がいましたが、現在、該当する職員

はいなくなったことにより、その項目を削除するものでございます。 

  第４条による改正は、附則第５条を削り、附則第６条を附則第５条とするものです。

これにつきましては、平成２６年に給料の号級の切替えに伴う経過措置が設けられ、現

給保障されていた職員がいましたが、現在、該当する職員がいなくなったことにより、

その項目を削除するものでございます。 

  次の第５条から第８条につきましては、第４条で附則第５条を削除したことに伴い、

改正するものでございます。 

  附則で、この条例は公布の日から施行するものでございますが、第２条の規定につき

ましては、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第９７号の説明とさせていただきます。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    これから質疑を行います。 

  ６番、田代哲郎君。 

（６番 田代哲郎君 登壇） 

○６番（田代哲郎君）    職員の給与条例の一部を改正する条例の提案ですが、現在
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の当町の職員のラスパイレス指数はどうなっているのか。説明を求めます。 

  以上です。 

（６番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、ラスパイレス指数、当町の数字は９２.７

でございます。なお、これは公表されて、まだおりませんで、速報値であることをお含

みいただきたいと思います。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    ６番、田代哲郎君。 

○６番（田代哲郎君）    ９２.７と、速報値だということですが、いわゆる国家公

務員の給与に比較して９２％の給与水準であるということですが。これで、県下の自治

体の中で何番目ぐらいになるのか。その辺りについての説明を求めます。 

○議長（伊都堅仁君）    総務課長、細峪君。 

○総務課長（細峪康則君）    速報値なので、正式な何位というのはちょっと私も申

し上げにくいんですが、３０市町村中、下から３番目以内に入ってると思います。最後

ではないと思いますが、２８前後だと思っております。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    ６番、田代哲郎君。 

○６番（田代哲郎君）    この提案について、職員団体との話合いはされたのでござ

いましょうか。その辺りの経過について説明を求めます。 

○議長（伊都堅仁君）    総務課長、細峪君。 

○総務課長（細峪康則君）    職員団体、職員労働組合という団体との交渉はさせて

いただきまして、こういうコロナ禍の中でありまして、人勧に従って下げるという提案

もさせていただいた中で了承もしていただいております。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    ほかに質疑はありませんか。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    大体これで幾らぐらいの減額になるわけですか。平均で



－１４－ 

結構です。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    期末手当が１.３から１.２５に改正されたとき、一般

行政職の職員で、１人平均１万４,９６２円という数字が出ております。１万４,９６２

円の減額となります。 

  以上です。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    １万４,９６２円の平均の減額になると。これは、減る

ことにという人勧の提案なんですけれども、人勧の実施どおりにやらなければならない

ということではないわけですよね。 

○議長（伊都堅仁君）    総務課長、細峪君。 

○総務課長（細峪康則君）    やらなければならないということではございません。

ただ、当町においては、当町の民間との給与比較であるとか、そういうノウハウのある

部署はございませんし、最終的にはやはり国の人事院勧告、または県の人事院勧告、そ

ういうものを参考といいますか、それに準じてしなければ、するすべがないというのも

現実でありますんで、従来から国家公務員の人勧、これをベースに上げたり下げたりと

いうのをさせていただいているところであります。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    これで質疑を終わります。 

  これから、議案第９７号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    この人勧を基に提案がされているわけでございますけれ

ども、これは、公務員の団体交渉権がない代わりにということで人勧でこの給料につい
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ての案が出されてるわけでございます。今、議会、それから町三役、それから、この一

般職員という形で、それぞれ減額の提案がされてるわけでございますけれども、特に一

般職員については、子育て世代というのが大きなことになるんかというふうに思います。 

  また、先ほどの答弁の中でも、一般の町民の方々が大変苦しい状況にあると、そうい

うこともあるからという提案でございましたけれども。しかし、やはりここで一般町民

の方々の商店等についても、使ってもらえる方がなければ、当然、その方々もうまくい

かないと。そういうことでございまして、やはりこの紀美野町に入ってくるお金が減る

ということにもつながる、この給料の減額によって一般の町民の方々に対しても影響が

出るかというふうに思います。何にしても、人勧によってこの提案がされてるわけでご

ざいますけれども、あくまでも人勧どおりにやらなければならないということではない

ということでございますし、この職員の給与条例を、減額するという条例の案に対しま

して、私は反対いたします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第９７号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（伊都堅仁君）    起立多数です。 

  したがって、議案第９７号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第７ 議案第９４号 紀美野町印鑑条例の一部を改正する条例について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第７、議案第９４号、紀美野町印鑑条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

  説明を願います。住民課長、仲岡君。 
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（住民課長 仲岡みち子君 登壇） 

○住民課長（仲岡みち子君）    議案第９４号、紀美野町印鑑条例の一部を改正する

条例について。 

  紀美野町印鑑条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の

規定により議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  コンビニエンスストア等で証明書交付を開始するに当たり、個人番号カードを使用し

た印鑑登録証明書の交付を可能にするため、紀美野町印鑑条例の改正を行うものでござ

います。 

  改正内容を要約いたしますと、令和３年２月１日施行開始予定で準備を遂行しており

ます、コンビニエンスストア等において個人番号カードを使用して、多機能端末機等に

よる印鑑登録証明書の申請と交付を可能とするための条例の改正でございます。 

  次の２ページ及び新旧対照表１ページから２ページを併せて御覧ください。 

  紀美野町印鑑条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町印鑑条例の一部を次のように改正する。 

  第２１条を第２２条とし、第１８条から第２０条までを１条ずつ繰り下げる。 

  第１７条を１７条中前条を第１６条に改め、同条を第１８条とし、第１６条の次に、

次の１条を加える。 

  多機能端末機等による印鑑登録証明の申請。 

  第１７条、前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら多機能端末機（地方公共団

体情報システム機構の仕様に係る電子計算機を経由して、本町の仕様に係る電子計算機

と電気通信回線で接続された通信端末機で証明書等を自動に交付する機能を有するもの

をいう。）その他の端末機を使用して印鑑登録の証明を受けようとするときは、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第７項に規定

する個人番号カードを使用して、暗証番号を使用することにより申請しなけらばならな

い。 

  ２、前項の場合において、入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報

システム機構の認証業務に係る法律第２条第５項に規定する利用者証明利用者符号を利

用するために用いるものとして設定された暗証番号とする。 
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  附則、この条例は、令和３年２月１日から施行する。 

  以上、議案第９４号、紀美野町印鑑条例の一部を改正する条例についての提案説明と

いたします。御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

（住民課長 仲岡みち子君 降壇） 

◎日程第８ 議案第９８号 紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関す 

             る条例の一部を改正する条例について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第８、議案第９８号、紀美野町税外収入金に係る督促

手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部を改正する条例について議題とします。 

  説明を願います。総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    議案書の１０ページを御覧ください。 

  議案第９８号、紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の

一部を改正する条例について。 

  紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部を次のとお

り改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由は、所得税法の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律が

公布され、延滞金等に関する改正が、令和３年１月１日から施行されることに伴い、紀

美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の改正を行うものでご

ざいます。 

  次の１１ページを御覧ください。 

  紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部を改正する

条例でございます。 

  お手元の新旧対照表の１６ページも併せて御覧いただきたく存じます。 

  今回の改正につきましては、令和２年度税制改正において延滞金の割合を定めるため

の特例基準割合の名称が、延滞金特例基準割合と名称変更されたことにより改正するも

のでございます。 

  附則第３項中、「特例基準割合（当該年の前年に）」を「延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をい



－１８－ 

う。）」に、「その年（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）中」を

「その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を

「延滞金特例基準割合に」に、それぞれ改めるものでございます。 

  なお、延滞金の率や計算方法等につきましては、変更ございません。 

  附則といたしまして、この条例は令和３年１月１日から施行するものでございます。 

  また、経過措置として、この条例による改正後の附則第３項の規定は、令和３年１月

１日以後の期間に対応する延滞金に適用し、同日前の期間に対応する延滞金につきまし

ては、なお従前の例によることといたします。 

  以上、議案第９８号の説明とさせていただきます。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

◎日程第 ９ 議案第 ９９号 紀美野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する 

               条例について 

◎日程第１０ 議案第１００号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ 

               いて 

◎日程第１１ 議案第１０１号 紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第９、議案第９９号、紀美野町後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例について、日程第１０、議案第１００号、紀美野町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例について及び日程第１１、議案第１０１号、紀美野

町介護保険条例の一部を改正する条例について一括議題とします。 

  説明を願います。税務課長、湯上君。 

（税務課長 湯上増巳君 登壇） 

○税務課長（湯上増巳君）    それでは、議案第９９号について御説明させていただ

きます。 

  議案書の１２ページをお開きください。 

  議案第９９号、紀美野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町後期高齢者医療に関する条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、所得税法等の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を

改正する法律が公布され、延滞金等に関する改正が、令和３年１月１日から施行される
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こととなるため、紀美野町後期高齢者医療に関する条例を改正する必要が生じたためで

ございます。 

  次の１３ページを御覧ください。 

  新旧対照表では１７ページから１８ページを併せて御覧ください。 

  紀美野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町後期高齢者医療に関する条例の一部を次のように改正する。 

  今回の改正につきましては、先ほどの紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞

金徴収に関する条例の一部改正と同じ内容で、特例基準割合の名称が延滞金特例基準割

合に名称変更されたことによる改正でございます。 

  新旧対照表の１７ページ下段から１８ページ上段の附則第２条の延滞金の割合の特例

についてのみ改正を行えばいいのですが、延滞金の計算方法等につきましては、従来か

ら地方税法や紀美野町税条例の例により行っているため、今回、延滞金の規定がある第

６条を、被保険者または連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合にお

いては、当該金額に、地方税法及び紀美野町税条例に規定する延滞金の例により計算す

る額を加算して納付しなければならないと表記を改めました。これにより附則第２条は

不要となるため削除したものであります。 

  なお、率、計算方法等については、こちらも変更はありません。 

  附則といたしまして、この条例は令和３年１月１日から施行するものでございます。 

  また、この条例による改正後の紀美野町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和

３年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延

滞金については、なお従前の例によるものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第９９号の御説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第１００号について御説明させていただきます。 

  議案書の１４ページをお開きください。 

  議案第１００号、紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、国民健

康保険税の改正部分については、令和３年１月１日から施行されることとなるため、紀
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美野町国民健康保険税条例を改正する必要が生じたためでございます。 

  次の１５ページを御覧ください。 

  新旧対照表では、１９ページから２１ページを併せて御覧ください。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  今回の改正につきましては、平成３０年度税制改正において、給与所得控除、公的年

金控除について１０万円引き下げるとともに、基礎控除を１０万円引き上げることとさ

れました。これに伴い、所得情報を活用している社会保障制度において、意図せざる影

響や不利益が生じないよう、地方税法施行令の規定の見直しが行われました。この改正

に伴い、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しを行うものでございま

す。 

  第２３条第１項第１号は、７割軽減の規定の改正で、３３万円を超えない世帯が対象

であったものを４３万円にし、さらに同一世帯の被保険者で一定の給与収入、一定の年

金収入を超えるものの数の合計数が２以上の場合に、１を減じた数に１０万円を乗じて

得た金額を加算した金額とする改正です。第２号は、５割軽減の規定の改正、第３号は、

２割軽減の規定の改正で、第１号と同内容の改正となっております。 

  附則第３項は、本則第２３条の減額の特例を定めたもので、６５歳以上の公的年金受

給者については、軽減判定所得について１１０万円から１５万円を加算した１２５万円

を超えるものを所得判定の対象者とする特例措置の改正となります。 

  附則といたしまして、この条例は令和３年１月１日から施行するものでございます。 

  また、この条例による改正後の紀美野町国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例によるものでございます。 

  今回の改正で、所得額が１０万円増えたことにより不利益が生じる可能性のある軽減

判定の所得が改められ、被保険者の方に不利益が生じることはありません。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１００号の御説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第１０１号について御説明させていただきます。 

  議案書の１６ページをお開きください。 

  議案第１０１号、紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町介護保険条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１
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項の規定により議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、所得税法等の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を

改正する法律が公布され、延滞金等に関する改正が令和３年１月１日から施行されるこ

ととなるため、紀美野町介護保険条例を改正する必要が生じたためでございます。 

  次の１７ページを御覧ください。 

  新旧対照表では２２ページから２４ページを併せて御覧ください。 

  紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町介護保険条例の一部を次のように改正する。 

  今回の改正につきましては、先ほど説明させていただきました、紀美野町後期高齢者

医療に関する条例の改正と同じ内容でありますので、詳細のほうは省略させていただき

ます。 

  附則といたしまして、この条例は令和３年１月１日から施行するものでございます。 

  また、この条例による改正後の紀美野町介護保険条例の規定は、令和３年１月１日以

後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、

なお従前の例によるものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１０１号の御説明とさせていただきます。 

  以上、３案、御審議いただき、原案のとおり御可決いただきますようよろしくお願い

いたします。 

（税務課長 湯上増巳君 降壇） 

◎日程第１２ 議案第１０２号 紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を改正する条例 

               について 

◎日程第１３ 議案第１０３号 指定管理者の指定について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第１２、議案第１０２号、紀美野町のかみふれあい公

園条例の一部を改正する条例について及び日程第１３、議案第１０３号、指定管理者の

指定について一括議題とします。 

  説明を願います。産業課長、吉見君。 

（産業課長 吉見将人君 登壇） 

○産業課長（吉見将人君）    それでは、議案書の１８ページをお開きください。 

  議案第１０２号、紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を改正する条例について。 
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  紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、のかみふれあい公園の適切な管理体制確保のためとしてご

ざいます。 

  次の１９ページを御覧ください。 

  紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を改正する条例についてでございます。 

  お手元にお配りしております新旧対照表の２５ページも併せて御覧ください。 

  紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を次のように改正する。 

  今回の改正につきましては、ふれあい公園のオートキャンプ場、パークゴルフ場及び

バーベキューサイトには定休日を設けてございましたが、芝生広場につきましては、年

中利用していただくことができました。逆にそのことで、芝生広場の芝生を休ませるこ

とができなかったこと、それから、来場者のいる中で芝生の刈込みなどの作業、遊具の

補修をすることが困難でございました。これら問題を解消し、今後、施設を適正に管理

することを目的に、休園日は芝生広場を含め公園施設全体を休園とする提案でございま

す。 

  第５条第１項中、「オートキャンプ場、パークゴルフ場及びバーベキューサイト（以

下これらを「オートキャンプ場等」という。）に、次のとおり休園日を設ける」を「公

園の休園日は、次に掲げる日とする」に改める。 

  第７条中、「オートキャンプ場等」を「オートキャンプ場、パークゴルフ場及びバー

ベキューサイト（以下これらを「オートキャンプ場等」という。）」に改める。 

  附則としまして、周知期間が必要でございますので、施行日を令和３年４月１日から

とするものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１０２号の説明とさせていただきます。どうか

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案書の２０ページをお開きください。 

  議案第１０３号、指定管理者の指定について。 

  地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を

指定することについて、議会の議決を求める。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 
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  今回の指定管理者につきましては、令和２年１０月１日より１１月２日の約１か月間、

広報誌やインターネット等により公募を行ったところ、現在、指定管理者と指定してお

ります、生石山の大草原保存会のみの応募があり、１１月６日の指定管理者選定委員会

で審査した結果、ふさわしいと認められましたので、指定管理者と指定することを提案

するものでございます。 

  １、指定管理者に管理を行わせる施設でございますが、紀美野町中田８９９番地２９、

紀美野町山の家おいしでございます。 

  ２、指定管理者に指定する団体でございますが、紀美野町中田８９９番地の２９、特

定非営利活動法人、生石山の大草原保存会代表、理事長、西川泰壽でございます。 

  ３、指定する期間でございますが、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの

３年間でございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１０３号の説明とさせていただきます。どうか

よろしくお願いします。 

（産業課長 吉見将人君 降壇） 

◎日程第１４ 議案第１０４号 令和２年度紀美野町一般会計補正予算（第１０号）につ 

               いて 

○議長（伊都堅仁君）    日程第１４、議案第１０４号、令和２年度紀美野町一般会

計補正予算（第１０号）について議題とします。 

  説明を願います。総務課長、細峪君。 

（総務課長 細峪康則君 登壇） 

○総務課長（細峪康則君）    それでは、議案書の２２ページをお開きください。 

  議案第１０４号、令和２年度紀美野町一般会計補正予算（第１０号）。 

  令和２年度紀美野町の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１,６３６万８,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９１億９,５８１万４,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
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  （地方債の補正） 

  第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  予算に関する説明書に沿って説明させていただきます。 

  予算説明資料もお配りしていますので、併せて御覧いただきたく存じます。 

  それでは、予算に関する説明書の３ページをお開きください。 

  まず、歳入で主なものを申し上げてまいります。 

  １３款分担金及び負担金、１項２目土木費分担金５０万円の増額補正で、災害緊急が

け崩れ対策事業分担金でございます。 

  １５款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金９０３万４,０００円の増額補正で、

主に障害者福祉費負担金の給付費の増額でございます。 

  ２項２目民生費国庫補助金１,３０８万円の増額補正でございます。主なものは認知

症高齢者グループホーム等の施設に自家発電機を整備するための交付金として１,２３

６万８,０００円を計上してございます。 

  ４目土木費国庫補助金２,１２６万４,０００円の減額補正でございます。内訳は、橋

梁の社会資本整備総合交付金４,３４０万円の減額、道路メンテナンス事業補助金２,２

１３万６,０００円の増額でございます。 

  １６款県支出金、１項１目民生費県負担金３２３万１,０００円の増額補正です。 

  ４ページに移りまして、２項２目民生費県補助金７１万２,０００円、４目農林水産

業費県補助金５０万円、９目災害復旧費県補助金２,９２５万円、それぞれ増額してお

ります。 

  １７款財産収入費、１項２目利子及び配当金１,０００円の増額です。 

  １８款寄附金、１項２目ふるさとまちづくり応援寄附金で２,０００万円の増額です。 

  １９款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金５,９５１万３,０００円、５目のふるさ

とまちづくり応援基金繰入金は１４０万円、１０目の地域振興基金繰入金１万１,００

０円、それぞれ増額補正してございます。 

  ５ページに移りまして、２２款町債、１項４目土木債の過疎対策事業債を１,３７０

万円減額し、８目災害復旧債１,４１０万円増額してございます。 

  次の６ページを御覧ください。 

  歳出に移ります。 
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  ２款総務費、１項５目企画費１,７１８万５,０００円の増額補正です。７節の報償費、

１１節の役務費、１２節の委託料、１３節の使用料及び賃借料は、ふるさと納税に係る

経費で、寄附件数が大幅に増えたことによるものでございます。１０節需用費の修繕料

は、平成３０年の台風被害を受けた谷地区における地デジケーブルの本復旧にかかる費

用と、送受信施設の機器交換修理のための費用でございます。１８節負担金、補助及び

交付金２００万円につきましては、町外からの移住者が増えているため、定住促進補助

を増額するものでございます。 

  ６目電子計算費５６万６,０００円の増額補正で、１８節の事務用備品３４万６,００

０円は、本庁、支所、福祉センターの窓口に来られたお客様用のタブレットを購入する

費用でございます。 

  ８目自治振興費３２２万９,０００円の増額補正で、路線バス運行支援事業補助金で

ございます。これにつきましては、路線バス登山口から海南駅間の運行に伴う収入不足

額、赤字額に対して、国・県の補助を差し引いた事業者負担分を、海南市と紀美野町で

補助するものであります。 

  ３項１目戸籍住民基本台帳１８万７,０００円の増額補正でございます。 

  ７ページに移りまして、３款民生費、１項２目国民年金事務費６６万円の増額補正、

３目老人福祉費１,２３６万８,０００円の増額補正、４目障害者福祉費１,７８７万５,

０００円の増額補正、９目総合福祉センター管理運営費１１６万５,０００円の増額補

正で、換気扇等の修理費用でございます。 

  １０目長谷毛原健康センター管理運営費６９万２,０００円の増額補正でございます。 

  １１目国民健康保険事業費２万２,０００円の増額補正、１２目介護保険事業費６４

３万６,０００円の増額補正、１３目後期高齢者医療費６７万７,０００円の増額補正で、

いずれも特別会計への繰出金でございます。 

  ８ページをお開きください。 

  ２項１目児童福祉総務費２３万円の増額補正、４目保育所費２４２万１,０００円の

増額補正、６目学童保育費２１３万８,０００円の増額補正でございます。 

  ４款衛生費、１項４目環境衛生費３１万７,０００円の増額補正、７目診療所費１２

８万３,０００円の減額補正で、いずれも特別会計への繰出金でございます。 

  ９ページにわたりまして、５款農林水産業費、１項２目農業総務費１８４万５,００

０円、３目農業振興費３００万円、４目耕地総務費２０万円、５目農業用施設維持費１
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５０万円、いずれも増額補正でございます。 

  ２項１目林業総務費５万８,０００円、２目林道維持費３００万円、いずれも増額補

正でございます。 

  ４項１目山村振興総務費１００万円の増額補正でございます。 

  １０ページをお開きください。 

  ６款商工費、１項１目商工振興費１４０万円、２目観光費２９２万８,０００円、い

ずれも増額補正でございます。 

  ７款土木費、１項１目土木総務費１４０万円の増額補正です。 

  ２項２目道路橋りょう新設改良費３,５００万円の減額補正でございます。 

  ５項１目建設残土処理費３２０万円の増額補正でございます。 

  １１ページに移りまして、９款教育費、１項２目事務局費７８万８,０００円の増額

補正でございます。 

  ４項５目文化財保護費１７万４,０００円、８目文化センター管理運営費３４万６,０

００円、９目真国区民センター管理運営費６万４,０００円で、いずれも増額補正でご

ざいます。 

  １２ページにわたりまして、５項２目体育施設管理運営費４３万３,０００円の増額

補正でございます。 

  １０款災害復旧費、２項２目林業施設災害復旧費４,６５０万円の増額補正でござい

ます。 

  １２款諸支出金、１項９目ふるさとまちづくり応援基金費２,０００万円を、１４目

地域振興基金費１,０００円を増額するものでございます。 

  恐れ入りますが、議案書の２６ページに戻っていただきたいと存じます。 

  議案書の２６ページ、第２表債務負担行為補正でございまして、２件追加いたします。 

  まず、紀美野町山の家おいしの指定管理委託料で、期間は令和３年度から令和５年度

でありまして、限度額はそれぞれ２５１万５,０００円でございます。 

  もう１件は、公共土木工事に係る設計積算システム使用料で、令和３年度から令和７

年度まででありまして、限度額は、それぞれ１４８万８,０００円でございます。 

  第３表地方債補正でございまして、過疎対策事業債の限度額を１,３７０万円減額の

２億５,８６０万円に、災害復旧事業債の限度額を１,１１０万円増額の２,７４０万円

に、それぞれ変更するものでございます。 
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  なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前に同じでござ

います。 

  以上、議案第１０４号、令和２年度紀美野町一般会計補正予算（第１０号）の説明と

させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

（総務課長 細峪康則君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第１０５号 令和２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第３号）について 

◎日程第１６ 議案第１０６号 令和２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補 

               正予算（第３号）について 

◎日程第１７ 議案第１０７号 令和２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第２号）について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第１５、議案第１０５号、令和２年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第１６、議案第１０６号、令和

２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）について及び日程

第１７、議案第１０７号、令和２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について一括議題とします。 

  説明を願います。住民課長、仲岡君。 

（住民課長 仲岡みち子君 登壇） 

○住民課長（仲岡みち子君）    それでは、議案書２８ページを御覧ください。 

  議案第１０５号、令和２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

  令和２年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８７万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億４,６２４万７,０００円とする。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  次に、予算に関する説明書の１５ページを御覧ください。 

  歳入でございます。 
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  ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金２万２,０００円の増額補正で

ございます。これにつきましては、職員給与等の繰入金でございます。 

  ５款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金８５万２,０００円でござい

ます。歳出における一般財源への財源充当でございます。補正後の財政調整基金残高は

１億８,２９８万１,０００円となります。 

  次に１６ページ、歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費９万９,０００円の増額補正でござい

ます。これにつきましては、４節共済費２万２,０００円、一般職共済費、１２節委託

料７万７,０００円、国保事業報告システム、国保データベース改修費用でございます。 

  １款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費７７万円の増額でございます。これにつき

ましては、税制改正に伴う１２節委託料、システム改修委託料でございます。 

  ７款諸支出費、１項償還金及び還付加算金、３目保険給付費等交付金償還金、２２節

償還金、利子及び割引料５,０００円の増額でございます。過年度返還金でございます。 

  以上、簡単ですが、議案第１０５号、令和２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の３２ページを御覧ください。 

  議案第１０６号、令和２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第

３号）。 

  令和２年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１１万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,７１６万６,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の総額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、予算に関する説明書１９ページ及び説明資料の１７から１８ページを併せ

て御覧ください。 

  歳入でございます。 

  ４款県支出金、１項県補助金、１目医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事
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業補助金７４万８,０００円増額でございます。これにつきましては、国における新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用した、新型コロナウイルス感染防止対

策のための県補助金でございます。 

  ５款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金１２８万３,０００円の減額でござい

ます。これにつきましては、国及び県による新型コロナウイルス感染症対策関係の補助

金を新たに計上したことに伴う減額でございます。 

  ７款諸収入、１項１目雑入６２万６,０００円の増額でございます。これにつきまし

ては、令和３年３月から、マイナンバーカードのＩＣチップ、または健康保険証の記号

番号等によりオンラインで資格情報の確認ができるようになります。これに伴い、マイ

ナンバーカードの暗証番号の入力が不要になる顔認証システムを搭載した機器等を整備

するための補助金でございます。なお、この補助金は、国の財源を活用した社会保険診

療報酬支払基金が交付することになりますので、特定財源として諸収入に計上してござ

います。 

  ８款国庫支出金、１項国庫補助金、インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制

確保支援補助金２０２万１,０００円計上でございます。これにつきましては、新型コ

ロナウイルス感染症とインフルエンザとの症状が似ており、流行期に備えた外来診療及

び検査体制を確保した施設に対して交付されるものでございます。 

  次の２０ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費１４２万２,０００円の増額でござい

ます。これにつきましては、１２節オンライン資格確認システム構築委託料８３万６,

０００円と、このシステムを利用するため、１１節役務費８,０００円、光ファイバー

通信費及び電子証明書発行手数料、オンライン資格確認利用料でございます。１７節備

品購入費５７万８,０００円、主に国吉診療所診察室及び治療室のエアコン、国吉・長

谷毛原診療所、感染症対策患者用スリッパ消毒用滅菌灯付ロッカー等の購入費でござい

ます。 

  ２款医業費、１項医業費、１目医業用機械機器費４４万円増額でございます。これに

つきましては、国吉・長谷毛原診療所用温度管理の徹底を図るため、薬用保冷庫の整備

費用でございます。 

  ２目医療用消耗品費２５万円の増額補正でございます。これにつきましては、国吉・
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長谷毛原診療所における新型コロナウイルス等感染症対策用消耗品の購入費でございま

す。 

  以上、簡単ですが、議案第１０６号、令和２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特

別会計補正予算（第３号）の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の３６ページをお願いします。 

  議案第１０７号、令和２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

  令和２年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３万５,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７,３７９万６,０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、予算に関する説明書の２３ページを御覧ください。 

  歳入でございます。 

  ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金６７万７,０００円の減額でございます。これ

につきましては、１節事務費繰入金として３０万８,０００円の増額です。２節保険基

盤安定繰入金額の確定に伴い１００万１,０００円の減額です。軽減対象者の確定によ

る負担金の決定に伴うものでございます。４節職員給与費繰入金として１万６,０００

円の増額補正でございます。これにつきましては、歳出における職員の人件費・共済費

の増額分を一般会計より繰入れするものでございます。 

  ４款繰越金、１項１目繰越金、前年度繰越金額の確定に伴う１３万２,０００円の増

額でございます。 

  ６款国庫支出金、１項国庫補助金、１目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金として

１１万円の補正です。これにつきましては、税制改正に伴う医療、所得課税情報の連携

システム改修に対する補助金でございます。 

  次の２４ページを御覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１万６,０００円の増額でございます。



－３１－ 

これにつきましては、４節共済費、一般職職員標準報酬額の変更によるものでございま

す。 

  １款総務費、２項１目徴収費５５万円の増額でございます。これにつきましては、１

２節委託料、電算システム改修費でございます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、２項１目１８節負担金、補助及び交付金、後期

高齢者医療広域連合納付金１００万１,０００円の減額でございます。これにつきまし

ては、保険基盤安定の額の確定に伴い納付金を減額するものでございます。 

  以上、令和２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明とさせ

ていただきます。 

  以上で特別会計３議題の説明とさせていただきます。御審議の上、原案どおり御可決

賜りますようよろしくお願いいたします。 

（住民課長 仲岡みち子君 降壇） 

◎日程第１８ 議案第１０８号 令和２年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第 

               ４号）について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第１８、議案第１０８号、令和２年度紀美野町介護保

険事業特別会計補正予算（第４号）について議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、森谷君。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    それでは、議案書の４０ページをお開きください。 

  議案第１０８号、令和２年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

  令和２年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,４４３万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億１,１００万１,０００円とする。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  続きまして、予算に関する説明書の２７ページをお開きください。 

  歳入でございます。 



－３２－ 

  ３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金で９１２万２,０００円の増額補正は、

介護給付費の増加による国負担分でございます。 

  ３款国庫支出金、２項１目調整交付金の５０９万７,０００円の増額補正についても、

介護給付費の増加による調整交付金分でございます。 

  ６目介護保険保険者努力支援交付金は２２６万２,０００円の増額補正です。令和２

年度より既存の介護保険機能強化推進交付金に加え、当該交付金が創設されたものです。

介護予防、健康づくりの取組について重点的に評価、交付されるもので、額の確定によ

り予算計上するものでございます。 

  ４款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金の１,３９０万２,０００円の増額補

正、５款県支出金、１項１目介護給付費負担金の７６１万２,０００円の増額補正、７

款繰入金、１項１目介護給付費繰入金の６４３万６,０００円の増額補正についても介

護給付費の増加によるものでございます。 

  続いて、２８ページを御覧ください。 

  歳出でございます。 

  ２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費で２,２５７万２,０００円の増額

補正です。主に、訪問介護や訪問リハビリの給付の増加によるものでございます。 

  続いて、３目施設介護サービス給付費の２,３５２万円の増額補正で、主に、介護老

人福祉施設の給付の増加によるものでございます。 

  次に、４項１目高額介護サービス費は５４０万円の増額補正で、訪問介護や訪問リハ

ビリ等の給付の増加によるものです。自己負担額が高額になった場合、個人や世帯の所

得によって決められている月々の負担上限額を超えた部分について支給されるものでご

ざいます。 

  次に、４款基金積立金、１項１目介護給付費準備基金積立金で７０６万１,０００円

の減額補正でございます。介護給付費増加により積立金を減額するものでございます。 

  以上、簡単でございますが、議案第１０８号の御説明といたします。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 降壇） 

◎日程第１９ 議案第１０９号 令和２年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計補正予算 

               （第３号）について 

◎日程第２０ 議案第１１０号 令和２年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第 

               ３号）について 



－３３－ 

○議長（伊都堅仁君）    日程第１９、議案第１０９号、令和２年度紀美野町東部簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）について及び日程第２０、議案第１１０号、令

和２年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号）について、一括議題としま

す。 

  説明を願います。水道課長、長生君。 

（水道課長 長生正信君 登壇） 

○水道課長（長生正信君）    それでは、議案書４４ページをお開きください。 

  議案第１０９号、令和２年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

  令和２年度紀美野町の東部簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５万３,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８,３９７万円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  予算に関する説明書の３１ページをお開きください。 

  今回の補正は人件費によるものでございます。 

  歳入でございます。 

  ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金３１万７,０００円の増額でございます。 

  ５款繰越金、１項１目繰越金３万６,０００円の増額でございます。前年度からの繰

越金の額の補正によるものでございます。 

  ３２ページをお開きください。 

  １款衛生費、１項簡易水道費、１目一般管理費で３５万３,０００円の増額でござい

ます。内訳といたしまして、２節給料で１６万８,０００円、３節職員手当の退職手当

組合負担金で２万９,０００円、４節共済費で１５万６,０００円の増額でございます。 

  以上、簡単ではございますが、令和２年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書４８ページをお開きください。 

  議案第１１０号、令和２年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号）。 



－３４－ 

  （総則） 

  第１条、令和２年度紀美野町西部簡易水道事業会計の補正予算（第３号）は次に定め

るところによる。 

  （収益的支出の補正） 

  第２条、令和２年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の

予定額を次のとおり補正する。 

  支出でございます。 

  第１款水道事業費用の総額は変更ございません。１億３３万４,０００円。 

  第１項営業費用では１０万円増額の９,０５０万６,０００円、第３項予備費は１０万

円減額により６２４万８,０００円でございます。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第３条、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

  職員給与費でございます。１０万円増額の２,３００万６,０００円でございます。 

                 令和２年１１月３０日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  予算に関する説明書の３４ページをお開きください。 

  人件費の補正となってございます。 

  １款水道事業費用、１項営業費用、２目配水及び給水費で７万９,０００円の増額で

す。内訳といたしまして、２節手当で通勤手当５万９,０００円の増額、４節法定福利

費で共済組合負担金の２万円の増額となっております。 

  ４目業務及び総係費の２万１,０００円の増額につきましては、４節法定福利費の共

済組合負担金の増額によるものでございます。合計１０万円の補正額につきましては、

３項予備費で１０万円の減額により対応させていただいております。 

  ３５ページの予定キャッシュフロー計算書につきましても、業務活動によるキャッシ

ュフローの人件費で１０万円の支出を計上してございます。 

  これにより、資金期末残高は１０万円の減少となり、２億６,９２５万３,０００円と

なります。 

  以上、簡単ではございますが、令和２年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算

（第３号）の説明とさせていただきます。御審議の上、原案どおり御可決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

（水道課長 長生正信君 降壇） 



－３５－ 

○議長（伊都堅仁君）   以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  お諮りします。 

  明日１２月１日から１２月７日までの７日間、議案精読のため休会とし、１２月８日

午前９時から会議を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    異議なしと認めます。 

  したがって、そのように決しました。 

 散 会 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午前１１時３１分） 


